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岡山県建設工事入札に係る最低制限価格制度実施要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、岡山県が発注する建設工事の入札について、岡山県財務規則

（昭和61年岡山県規則第８号）第139条の規定による最低制限価格の設定に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 対象となる建設工事は、競争入札に付する建設工事のうち、知事又はその

委任を受けて契約の締結について権限を有する者（以下「契約担当者」という。）

が選定する工事とする。 

 （最低制限価格） 

第３条 最低制限価格の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 設計金額（消費税額及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）が8,000万円未

満の工事 予定価格（消費税額及び地方消費税の額を除く。以下同じ。）に10

分の9.1を乗じて得た額（その額に10万円未満（設計金額が1,000万円未満の場

合には、１万円未満）の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）とする。 

(2) 設計金額が8,000万円以上の工事 予定価格の算出の基礎となった次に掲げる

額の合計額（その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額）

とする。ただし、次に掲げる額の合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た

額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額（その額に10万

円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、次に掲げる額の合

計額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格

に10分の7.5を乗じて得た額（その額に10万円未満の端数を生じた場合は、これ

を切り上げた額）とする。 

イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

ロ 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

ハ 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 

２ 岡山県建築工事積算基準により予定価格を算出した場合は、前項第２号イの直

接工事費の額は直接工事費から現場管理費相当額（直接工事費に10分の１を乗じ
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た額をいう。以下この項において同じ。）を減じた額とし、同号ハの現場管理費

の額は現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額とする。 

３ 工事の設計積算体系等により第１項第２号の規定により難いもののうち、別表

１に掲げる工事に該当するものについては、前号の直接工事費の額、共通仮設費

の額、現場管理費の額及び一般管理費等の額を別表２から別表５までのとおり読

み替えるものとする。 

４ 工事の設計積算体系等により第１項第２号又は前２項の規定により難いものに

ついては、これらに規定する算定方法にかかわらず、10分の7.5から10分の9.2ま

での範囲内で契約担当者が工事ごとに設定した率を予定価格に乗じて得た額（そ

の額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額。ただし、切り捨

てた後の額が、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、10万円未満の端

数を切り上げた額）とする。 

５ 契約担当者は、最低制限価格を予定価格書に記載するものとする。 

 （入札参加者への説明） 

第４条 契約担当者は、入札公告又は指名の通知において、最低制限価格が設定さ

れている旨を記載するものとする。 

（落札者の決定） 

第５条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内

の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を

もって申込みをした者を落札者とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和８年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日前に地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６

の規定による公告を行った一般競争入札又は同令第167条の12第２項の規定による

通知を行った指名競争入札に係る建設工事については、なお従前の例による。 
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別表１ 

第３条第３項を適用する工事 

（Ⅰ）一般土木工事やＰＣ

工事等（鋼橋上部工事以

外）で工場製作工（検査路

製作工）がある工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標準

積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅰ-1-②-1 

「（１）一般土木」により請負工事費が構成された

ものに、工場製作原価を計上して、予定価格を算出

した工事。なお、工場製作原価は、Ⅳ-7-①-1 「①

鋼橋製作工」に基づき算出されるものであること。

ただし、（Ⅱ）から（Ⅶ）を除く。 

（Ⅱ）鋼橋上部工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標準

積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅳ-7-①-1 

「①鋼橋製作工」により請負工事費が構成され、予

定価格を算出した工事 

（Ⅲ）施設機械設備工事 

発注者の見積参考資料が農林水産省 土地改良工事

積算基準（施設機械）に基づき積算されたもので、

「第３ 施設機械設備工事」により請負工事費が構

成され、予定価格を算出した工事 

（Ⅳ）機械設備工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 機械設備積

算基準及び解説に基づき積算されたもので、Ⅸ-1-3

「③ 請負工事費の構成」により請負工事費が構成

され、予定価格を算出した工事 

（Ⅴ）電気通信設備工事 

発注者の見積参考資料が農林水産省 土地改良工事

積算基準（施設機械）に基づき積算されたもので、

「第５ 電気通信設備工事」により請負工事費が構

成され、予定価格を算出した工事 

（Ⅵ）電気通信設備工事 

    （一般工事） 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標

準積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-②-1

「（１）一般工事」により請負工事費が構成され、

予定価格を算出した工事 

（Ⅶ）電気通信設備工事 

    （鉄塔・反射板工事） 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標

準積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-②-1

「（２）鉄塔・反射板工事」により請負工事費が構

成され、予定価格を算出した工事 
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別表２ 

適用工事 

（Ⅰ）一般土木工事やＰＣ工事等（鋼橋上部工事以

外）で工場製作工（検査路製作工）がある工事 
（Ⅱ）鋼橋上部工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標準

積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅰ-1-②-1 

「（１）一般土木」により請負工事費が構成された

ものに、工場製作原価を計上して、予定価格を算出

した工事。なお、工場製作原価は、Ⅳ-7-①-1 「①

鋼橋製作工」に基づき算出されるものであること。

ただし、（Ⅱ）から（Ⅶ）を除く。 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標準

積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅳ-7-①-1 

「①鋼橋製作工」により請負工事費が構成され、予

定価格を算出した工事。 

読み替え前 読み替え後 

直接工事費の額 直接工事費の額 直接工事費の額 

共通仮設費の額 間接労務費（※）及び共通仮設費の合計額 間接労務費（※）及び共通仮設費の合計額 

現場管理費の額 工場管理費及び現場管理費の合計額 工場管理費及び現場管理費の合計額 

一般管理費等の額 一般管理費等の額 一般管理費等の額 

上表における用語の定義はそれぞれの基準の定めるところによる。 

※ 発注者の見積参考資料における間接労務費の取扱いについて 

①橋体工場製作費を計上しているとき 

 ・間接労務費＝橋体工場製作費×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て） 

 ・製作費＝橋体工場製作費－間接労務費 

②橋体工場製作費（付属物製作工数）を計上しているとき 

 ・間接労務費＝橋体工場製作費（付属物製作工数）×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て） 

 ・製作費＝橋体工場製作費（付属物製作工数）－間接労務費 

③横断歩道橋工場製作費を計上しているとき 

 ・間接労務費＝横断歩道橋工場製作費×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て） 

 ・製作費＝横断歩道橋工場製作費－間接労務費 
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別表３ 

適用工事 

（Ⅲ）施設機械設備工事 （Ⅳ）機械設備工事 

発注者の見積参考資料が農林水産省 土地改良工事

積算基準（施設機械）に基づき積算されたもので、

「第３ 施設機械設備工事」により請負工事費が構

成され、予定価格を算出した工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 機械設備積

算基準及び解説に基づき積算されたもので、Ⅸ-1-3

「③ 請負工事費の構成」により請負工事費が構成

され、予定価格を算出した工事 

読み替え前 読み替え後 

直接工事費の額 直接製作費及び直接工事費の合計額 直接製作費及び直接工事費の合計額 

共通仮設費の額 間接労務費及び共通仮設費の合計額 間接労務費及び共通仮設費の合計額 

現場管理費の額 
工場管理費、現場管理費、据付間接費及び設計技術

費の合計額 

工場管理費、現場管理費、据付間接費及び設計技術

費の合計額 

一般管理費等の額 一般管理費等の額 一般管理費等の額 
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別表４ 

適用工事 

（Ⅴ）電気通信設備工事 

発注者の見積参考資料が農林水産省 土地改良工事積算基

準（施設機械）に基づき積算されたもので、「第５ 電気

通信設備工事」により請負工事費が構成され、予定価格を

算出した工事 

読み替え前 読み替え後 

直接工事費の額 
機器単体費の額に１０分の６を乗じた額及び直接工事費の

額の合計額 

共通仮設費の額 
機器単体費の額に１０分の１を乗じた額及び共通仮設費の

額の合計額 

現場管理費の額 
機器単体費の額に１０分の２を乗じた額、機器間接費の額

及び現場管理費の合計額 

一般管理費等の額 
機器単体費の額に１０分の１を乗じた額及び一般管理費等

の額の合計額 
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別表５ 

適用工事 

（Ⅵ）電気通信設備工事（一般工事） （Ⅶ）電気通信設備工事（鉄塔・反射板工事） 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標

準積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-②-

1「（１）一般工事」により請負工事費が構成さ

れ、予定価格を算出した工事 

発注者の見積参考資料が岡山県土木部 土木工事標

準積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-②-

1「（２）鉄塔・反射板工事」により請負工事費が

構成され、予定価格を算出した工事 

読み替え前 読み替え後 

直接工事費の額 直接製作費及び直接工事費の合計額（※１） 直接工事費の額（※２） 

共通仮設費の額 間接労務費及び共通仮設費の合計額（※１） 間接労務費及び共通仮設費の合計額（※２） 

現場管理費の額 
工場管理費、現場管理費及び機器間接費の合計額

（※１） 
工場管理費及び現場管理費の合計額（※２） 

一般管理費等の額 一般管理費等の額（※１） 一般管理費等の額 

※１ 見積等による機器単体費で直接製作費、間接労務費、工場管理費、一般管理費等の内訳が明らかでないもの（以下「当該

機器単体費」という。）については、当該機器単体費について、以下のように取り扱う。 

 当該機器単体費の額に１０分の６を乗じた額を上表直接工事費の額の読み替え後の欄の直接製作費の額に加える。 

 当該機器単体費の額に１０分の１を乗じた額を上表共通仮設費の額の読み替え後の欄の間接労務費の額に加える。 

 当該機器単体費の額に１０分の２を乗じた額を上表現場管理費の額の読み替え後の欄の工場管理費の額に加える。 

 当該機器単体費の額に１０分の１を乗じた額を上表一般管理費等の額の読み替え後の欄の一般管理費等の額に加える。 

※２ 電気通信設備工事（鉄塔・反射板工事）における見積等により鉄塔製作費で直接工事費、間接労務費、工場管理費の内訳

が明らかでないもの（以下「当該鉄塔製作費」という。）については、当該鉄塔製作費について、以下のように取り扱う。 

 当該鉄塔製作費の額に１０分の６を乗じた額を上表直接工事費の額の読み替え後の欄の直接工事費の額に加える。 

 当該鉄塔製作費の額に１０分の３を乗じた額を上表共通仮設費の額の読み替え後の欄の間接労務費の額に加える。 

 当該鉄塔製作費の額に１０分の１を乗じた額を上表現場管理費の額の読み替え後の欄の工場管理費の額に加える。 

 


